
２　施設の役割

３　施設の概要

４　施設における実施事業

５　管理運営コストの状況
　　施設の管理運営に係る収支　※施設の管理運営に係る県の歳入・歳出を記載 （千円）

５年度（決算額） ４年度（決算額） ３年度（決算額） ２年度（決算額） 元年度（決算額） H30年度（決算額） H29年度（決算額）

567,017 783,299 531,234 532,807 22 1,174 1,249

関係自治体からの負担金他 567,017 783299 531,234 532,807 22 1,174 1,249

うち営業収益 7,209 3,160 365 23 0 0 0

うち営業外収益 559,639 544,931 530,215 532,784 0 0 0

うち特別利益 169 235,208 654 0 0 0 0

566,901 548,062 530,551 532,778 22 1,174 1,249

うち営業費用 510,421 490,230 470,596 469,662 0 0 0

うち営業外費用 56,434 57,832 59,955 63,116 0 0 0

うち特別損失 46 0 0 0 0 0 0

116 235,237 683 29 0 0 0

６　職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

５年度 ４年度 ３年度 ２年度 元年度 H30年度 H29年度

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

敷地面積（所有者） 　平塚水質浄化センター　8.8ヘクタール（群馬県）

県直営による公の施設の管理運営状況

施設の名称 平塚水質浄化センター

所在地 伊勢崎市境平塚99-1

所管部局・課 県土整備部　下水環境課

１　施設の設置根拠（法律、条例等）

　下水道法第25条の2、群馬県流域下水道条例

(1) 設置目的
　　〔下水の適正な処理による公共用水域の水質保全〕
　　伊勢崎市（旧伊勢崎市・境町・東村・赤堀町）の下水処理を広域的に行う目的で設置され、平成20年9月に供用開始
　した。
(2) 設置当初の状況
　　県知事と関係市とで下水道建設に関する覚書を締結し、それに基づき建設を進めている。
　　維持管理費の負担に関する覚書を県及び関係市で締結した。
　　下水道をとりまく問題について審議するため、県知事及び関係市長による連絡協議会を設置した。
(3) 施設を取り巻く現状
　　4市町村にまたがる流域下水道として施設の建設を進めたが、平成18年度の市町合併により該当市が伊勢崎市のみに
　なったことから、知事と伊勢崎市長とで協定を締結し、維持管理業務は伊勢崎市が実施している。

設置年月日 　平成20年9月　供用開始

主な施設（床面積、階数等) 　平塚水質浄化センター（2,851平方メートル）

建設費 　25,776百万円（令和４年度まで）

　下水処理
　現有施設水処理能力　11,200立方メートル/日最大
　（令和５年度末処理人口　29,357人）

区　　分

歳　入（①）　

歳　出（②）　

歳入・歳出の差額（①－②）

歳入・歳出の主な増減理
由

・令和2年度以降、地方公営企業法の一部を財務適用したため。
・令和4年度は、過年度の資産を精査し、特別利益に計上したため。

常勤職員

非常勤職員



0 0 0 0 0 0 0

７　施設利用の状況
　　年度別の処理量

５年度 ４年度 ３年度 ２年度 元年度 H30年度 H29年度

2,435,360 1,459,350 1,408,950 1,401,639 1,225,966 982,348 903,944

８　必要性及び管理運営方法についての方向性
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合　　計

区　　分

下水処理量（立方メートル/年）

・ 下水道は、生活に密着し、２４時間安全確実に処理を継続することが最重点課題であり、稼働をストップできないライ
　フラインであるため、令和元年度の東日本台風のような豪雨や大規模地震等の非常時における危機管理が重要な
　ポイントである。
・ また、処理施設や流域幹線網の管理・整備現場における安全管理の徹底等、水質事故や安全対策にも、迅速な
　対応が　求められる。
・ 上記のような課題に対応するめに、県と伊勢崎市による密接な連携体制の構築が重要である。

内　　　　　容

・ 衆衛生の向上、公共用水域の水質保全のという下水道法の目的や、広域的に効率的な汚水処理を行う観点から、
　流域下水道の施設の設置及びその運営が必要である。
・ 下水道法第２５条の２２第２項の規定により、流域下水道の維持管理を伊勢崎市に委託している。

・ 維持管理を伊勢崎市に委託している。
・ 伊勢崎市は、運転監視業務を民間委託している。

・ 市町村合併により関係市町が伊勢崎市のみになったこと、また地元伊勢崎市による地域の実情に即した運転管理が
　期待できることから、維持管理業務を伊勢崎市に委託している。
・ 毎年、完了検査を実施し、適正に維持管理されていることを確認している。
・ 設備等の点検や修繕についても、効率的・効果的に行えるようストックマネジメント計画を定め、ライフサイクルコスト
　を縮減している。


